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●個別にご加入されるよりも保険料が割安です。

保険金額20 0万円の年間保険料

測量機器総合保険（本制度） ： 3 0 , 0 0 0円

動産総合保険（個別加入） ： 8 3 , 8 2 0円

●免責金額はありません。

測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お問い合わせ先

日本土地家屋調査士会連合会共済会 測量機器総合保険の特徴

会会員員がが所所有有・・管管理理すするる測測量量機機器器（（製製品品№№ののああるる機機器器にに限限るる））ににつついいてて

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。詳細はパンフレット等をご覧ください。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日日本本土土地地家家屋屋調調査査士士会会連連合合会会共共済済会会

取扱代理店 引受保険会社

有有限限会会社社桐桐栄栄ササーービビスス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL ０３（５２８２）５１６６

三三井井住住友友海海上上火火災災保保険険株株式式会会社社
広広域域法法人人部部営営業業第第一一課課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL ０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０２５年４月１日午後４時から２０２６年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。
測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。

測量機器を事務所、自宅等

に保管中に盗難にあった。

21 3
例例ええばば

約64%
割安!
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方　　　　　　位 第174号 　（　）令和８年２月６日 1

  新年のご挨拶 鳥取県土地家屋調査士会
� 会長　中 川 則 美　

　新年あけましておめ
でとうございます。会
員の皆様におかれまし
ては、ご家族とともに
穏やかな新年をお迎え
になられたことと、心
よりお慶び申し上げま

す。また、日頃より会務運営につきまして格
別のご理解とご協力を賜っておりますこと
に、厚く御礼申し上げます。
　社会経済活動はコロナ禍を経て本格的な回
復局面を迎えつつある一方で、国内外の政
治・経済情勢は依然として不透明感を残して
おり、先行きを注視する状況が続いておりま
す。また、近年各地で相次ぐ自然災害により
被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げ
ます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上
げます。
　さて、相続登記の申請義務化が施行されて
から一定の期間が経過し、県内の土地家屋調
査士事務所においても、その重要性と社会的
役割を改めて実感する機会が増えておりま
す。本年も引き続き、「所有者不明土地建物
管理制度」「管理不全土地建物管理制度」「相
続土地国庫帰属制度」等に積極的に関与し、
土地の境界実務の担い手として社会に貢献し
てまいりたいと考えております。
　また、国民の大切な財産である不動産を将
来にわたり守るため、災害にも耐えうるデー
タを付加価値として提供する「国家座標によ
る地積測量図」の作成を、私たちの基本姿勢
として引き続き推進してまいります。本会と
いたしましても、情報収集や研修等を通じて
支援してまいりますので、会員の皆様には一
層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　本年も、狭あい道路解消への取組をはじめ

とした各種施策について、関係団体や行政機
関と連携しながら、土地家屋調査士の役割と
専門性を広く周知していきたいと考えており
ます。これらの活動を通じて、地域社会への
貢献と土地家屋調査士の知名度向上につなげ
てまいりますので、皆様のご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　今年の干支は「午」、そして「丙午（ひの
えうま）」の年にあたります。午年は、物事
が活発に動き、勢いよく前進する年といわれ
ています。この節目の年を新たな飛躍と成長
の機会と捉え、土地家屋調査士の明るい未来
を皆様とともに描き、創り上げていきたいと
考えております。
　結びに、会員の皆様ならびにご家族の皆様
のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。



方　　　　　　位 令和８年２月６日（　）　 第174号2

  新年の御挨拶 鳥取地方法務局
局長　北 村 　 徹　

　明けましておめでと
うございます。鳥取県
土地家屋調査士会会員
の皆様におかれまして
は、穏やかな新年を迎
えられたこととお慶び
申し上げます。

　会員の皆様には、旧年中においても法務行
政、取り分け、表示に関する登記の円滑な運
営につきまして、格別の御理解と御協力を賜
り、誠にありがとうございました。
　また、令和３年から当局と共催いただいて
おります「法務局・公証人・司法書士・土地
家屋調査士による相続・登記無料合同相談所」
においては、会員の皆様に多大な御協力をい
ただき、重ねて御礼申し上げます。
　それでは、この機会をお借りしまして、登
記制度を取り巻く情勢を若干申し上げます。
　まず最初に、「所有者不明土地に対する取
組」についてです。
　令和５年４月27日に相続土地国庫帰属制度
が開始され、令和６年４月からは相続登記の
申請義務化及び相続人申告登記制度など、新
制度が施行されました。
　また、表題部所有者不明土地解消事業の実
施に当たり、会員の皆様の中から推薦された
所有者等探索委員には、大いに御活躍いただ
いているところです。
　そして、本年は、２月２日から「所有不動
産記録証明制度」が、４月１日から「所有権
の登記名義人の住所等変更登記の義務化」が
施行され、「スマート変更登記」のサービス
が開始されます。
　これらの新制度等を実り多いものとし、所
有者不明土地問題の解決を図るためには、会
員の皆様がこれまでに培ってこられた知識や

経験がますます重要になるとともに、会員の
皆様の専門性をいかした幅広い活躍が期待さ
れているところですので、引き続き積極的な
御協力をお願いいたします。
　２点目は、「法務局地図作成事業」につい
てです。所有者不明土地問題の解決のために
も、土地に関する重要な情報基盤である法務
局地図の整備を着実に進めていく必要があり
ます。当局におきましても、法務局地図の継
続的かつ着実な整備を進めてきたところであ
り、境港市末広町ほか地区において２年目作
業を、境港市岬町ほか地区において１年目作
業を実施しているところです。
　これらの地図作成事業を計画的かつ円滑に
実施していくためには、会員の皆様の御支援
が必要不可欠となりますので、引き続き、御
協力をお願いいたします。
　３点目は、「筆界特定制度」についてです。
会員の皆様には筆界調査委員として、あるい
は申請代理人として同制度の円滑な運用を支
えていただいているところであり、特定困難
な申請がある中にあっても、会員の皆様の御
支援のお陰で、おおむね標準処理期間内に処
理できている状況です。今後とも、筆界特定
制度が国民に広く認識され、定着したものと
なるよう努めていきたいと考えておりますの
で、一層の御協力をお願いいたします。
　結びに、皆様の御健勝と御多幸、そして、
鳥取県土地家屋調査士会のますますの御発展
を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせてい
ただきます。

「所有不動産記録証明制度」
（相続登記の申請義務化）

「スマート変更登記の
ご利用方法」



方　　　　　　位 第174号 　（　）令和８年２月６日 3

  新年のご挨拶 境界問題相談センターとっとり
センター長　妹 尾 真 人　

　新年明けましておめ
でとうございます。
　会員の皆様におかれ
ましては、ご家族おそ
ろいで穏やかな新年を
お迎えのこととお慶び
申し上げます。

　センター運営につきまして、会員の皆様か
らご理解とご協力を賜り、書中ではございま
すが、厚く御礼申し上げます。
　また、新年に入り、携帯電話からけたたま
しい音が鳴り緊急地震速報が入り突然のこと
でビックリされたのは私だけではないと思い
ますが、目立った報告は聞いておらずひとま
ず安心しております。
　さて、当センターについてですが、今年度
に入り現在までのセンター取扱件数は電話等
での問い合わせ５件、受付面談１件で、相
談、調停には至っておりません。昨年11月に
は中国ブロック協議会のセンター担当者会議
に出席し、各センターの運営状況、筆界特定
室との連携、調停事例、ODRの状況、弁護
士会との関わりなど、様々な意見交換ができ
ました。当センターではまだ案件のない調停
事例の具体的な内容を聞かせていただき、今
後のセンター運営にあたり大変参考になりま
した。また、例年開催しております筆界特定
室とセンターとの「境界問題合同無料相談会」
を米子支局の会議室で行いました。昨年より
14条地図作成作業を境港市で行っていますの
で、その関係で米子での開催としました。事
前予約３件のみで思いの他少なかったのです
が、その分じっくりとお話しを聴くことがで
きましたので有意義な相談会になったと感じ
ています。さらに今年度最後の筆界特定室と
の打合せ会が予定されていますので、次年度

に向けて更なる連携が図れるよう努めて参り
たいと思います。
　最後になりましたが、今年も引き続き会員
の皆様に境界問題相談センターとっとりへの
ご理解とご協力を重ねてお願い致しますと共
に、本年が皆様にとりまして、穏やかで、実
り多き１年となりますことを心よりご祈念申
し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。



方　　　　　　位 令和８年２月６日（　）　 第174号4

  新年のご挨拶 公益社団法人鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
代表理事　太 田 達 男　

　新年明けましておめ
でとうございます。令
和８年の新春を迎え、
謹んでご挨拶を申し上
げます。旧年中、社員
の皆様には嘱託登記業
務を始め、円滑な会務

運営につきましても格別のご理解とご協力を
賜り誠にありがとうございます。
　毎年新年の挨拶文を寄稿するよう依頼があ
り、苦手な文章を作成しているのですが、そ
の最中に鳥取・島根で震度５強の地震が発生
しました。令和８年１月６日午前10時18分、
スマートフォンが「地震です、地震です」と
けたたましく鳴ったその直後のことでした。
鳥取市内は、震度３で、揺れも２回ほどでし
たが、かなり揺れを感じました。米子の方は、
余震もかなりの回数があったようです。
　今後も余震が続くようなので、充分警戒を
して災害に備えましょう。
　鳥取県は、2000年に西部地震、また2016年
には中部地震が発生しております。中部地震
においては、ちょうど鳥取市賀露地区の地図
作成作業中、現場事務所にいた時に発生し、
かなり揺れたことを記憶しています。今回も
いざ地震が起きるとどうすればよいか、慌て
てパニックになることしかできなかったので
すが、災害に対する備えの重要性を痛感させ
られました。
　さて、現在、鳥取協会でも「防災・まちづ
くり型法務局地図作成業務」を受託しており、
業務場所は「境港市末広町ほか地区」と「境
港市岬町ほか地区」です。ただ、今回の地震
の影響を一番受けた地域でもあるため心配で
すが、納品に向けて準備をしているところで
す。

　また、鳥取協会では昨年５月鳥取市にて、
本会と政治連盟共催で「狭あい道路解消」に
関する講演会を開催しました。そして今年５
月には、「官民境界確認補助業務」の講演会
を開催する予定です。道・水路また河川等官
公署が行うべき行政財産の筆界の確認業務
を、鳥取協会の社員である土地家屋調査士が
官公署の立場に立って補助的に行う業務の講
演となります。官公署担当職員の方々にご案
内し、この業務の有用性をご理解していただ
く予定にしております。
　鳥取協会は、昨年度の役員の改選期に公益
法人法改正により新たに外部理事、外部監事
をお迎えし、新体制にて会務に臨んでいます。
社員数も年々減少しており、理事の人数も減
らさざるを得なくなり、役員の皆様にはご負
担をかけることも多々ありますが、鳥取協会
がより繫栄していけるようご理解ご協力よろ
しくお願いいたします。
　最後になりますが、本年が社員の皆様、ま
た、そのご家族の皆様にとりまして、穏やか
で実りあるすばらしい一年となりますよう祈
念申し上げ、私からの新年の挨拶とさせてい
ただきます。



方　　　　　　位 第174号 　（　）令和８年２月６日 5

  新年のご挨拶 鳥取県土地家屋調査士政治連盟
会長　贄 川 　 清　

　新年あけましておめ
でとうございます。皆
様には初春を穏やかに
お迎えのこととお慶び
申し上げます。
　昨年の７月の参議院
議員選挙につきまして

は、当会推薦候補者当選に際し、皆様のご理
解とご協力を賜りましたこと誠に感謝申し上
げます。
　さて、2025年の日本の政治を振り返ります
と、夏に実施された参議院選挙での与党過半
数割れ、それに続く高市早苗氏の首相就任と
連立政権の形成（自民・公明から維新を加え
再編）が最大の動きで、石破首相の辞任、政
権の不安定化、野党の躍進が特徴となった年
となりました。さらには、少子高齢化や財政
問題、防衛力強化、経済政策（賃上げ、減税）
が主要な論点となり、「2025年問題」と呼ば
れる超高齢化社会への対応など喫緊の課題も
浮上しました。
　その中で、少数与党、政権の枠組みの再編
などの影響もあり、土地家屋調査士制度にか
かる関係法令の国会審議が進む状況とはなら
なかったのは残念でした。土地家屋調査士業
務の拡充を図るためには、地元単位政連の役
割として、地元国会議員、地方議員の方々へ
調査士制度への、より一層の理解を深めてい
ただくべく働きかけを継続して参りたいと思
います。因みに今年度要望として鳥取県議会、
公明党本部に対して、鳥取県所有の未登記建
物解消（建物表題登記）の推進、官公署実施
の用地取得等の紛争トラブルでの公嘱協会の
活用（筆界特定手続き代理人）について提案
をしました。引き続き、狭あい道路解消にか
かる土地家屋調査士の活用と予算確保につい

てもお願いしました。本年も本会・公嘱と連
携し、その役割を果たせるよう努力して参り
たいと思います。
　つきましては、繰り返しとなりますが、土
地家屋調査士政治連盟は、個人の思想信条や
政治理念を問うて成り立つ団体ではありませ
ん。あくまで土地家屋調査士制度の充実発展
を期するために同一の行動を盟い合う共同体
なのです。一人ひとりが参加することこそ、
政治を動かす源であることをご理解いただ
き、一層のご協力をお願いいたします。
　2026年・午年は丙午となります。「ひのえ
うま」と聞きますとあまり良いイメージを持
てなかったのですが、ＡＩによりますと「行
動力や前進するエネルギーが高まる一年」に
なるとのこと。調査士制度が一歩先に進めら
れたらと願うばかりです。
　最後に皆様とご家族にとりまして、穏やか
で、実り多き素晴らしい年となりますよう祈
念し新年のご挨拶とさせていただきます。
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頌　春 2026
新しい年を迎え　会員皆様のご多幸をお祈り申し上げます。新しい年を迎え　会員皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。

鳥取県土地家屋調査士会 公益社団法人 鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

鳥取県土地家屋調査士政治連盟

会 長 中　川　則　美
名 誉 会 長 遠　藤　公　章
副  会  長 安養寺　　　務

〃 福　山　英　雄
〃 中　島　　　猛

理 事 國　米　　　剛
〃 安　谷　潔　美
〃 妹　尾　真　人
〃 森　木　琢　磨
〃 永　美　祐　輔

〃 髙　場　裕　由
代 表 監 事 遠　藤　公　章
監 事 松　島　浩　之

〃 山　崎　　　敏
綱 紀 委 員 長 藤　田　義　彦
綱 紀 副 委 員 長 中　田　洋　一
綱 紀 委 員 野　田　幸　洋

〃 田　中　正　人
〃 岩　本　　　薫
〃 末　好　和　廣

予 備 綱 紀 委 員 杉　本　守　邦
〃 原　井　芳　弘
〃 岩　佐　　　昇

理 事 長 太　田　達　男
顧 問 中川則美本会会長
相 談 役 福　山　英　雄
副 理 事 長 田　中　健　一

〃 牧　田　継　夫
〃 原　　　祥二郎

理 事 松　島　慎　悟
〃 猪　狩　英　明

外 部 理 事 広　戸　良　周
外 部 監 事 池　原　浩　一
選 定 委 員 長 松　島　慎　悟
選 定 副 委 員 長 猪　狩　英　明
選 定 委 員 野　田　幸　洋

〃 原　　　祥二郎
〃 吉　田　康　憲
〃 妹　尾　真　人

会 長 贄　川　　　清
副 会 長 森　本　和　彦

〃 松　本　雅　人
幹 事 長 杉　本　守　邦
副 幹 事 長 渡　邉　德　和

〃 岩　本　　　薫
会 計 責 任 者 坂　本　幸　男
会計責任者職務代行者 加　納　友　広
監 事 鐵　本　達　夫

〃 広　戸　良　周
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午午 年年 さん 大 集 合

　48歳、再び年男を迎えました。
　今年の８月で開業して19年。
　年数だけはすっかりベテランですが、ここ
まで続けてこられたのは、支えてくださった
皆さんのおかげだと心から感謝しています。
　12年前、36歳のときに書いた文章を読み返
すと、

「ゴルフやバンド、釣り、英会話など、やり
たいことがたくさんあって、次の年男までの
12年間が楽しみ」
と書いていました。振り返ると本当にあっと
いう間で、できたものもあれば、三日坊主で
終わったものも多数。
　これもまたリアルな結果で、自分らしいな
と苦笑いしています。
　また、３人の子どもたちは全員男子。
　気づけば背も伸び、声変わりをし、会話の
内容もずいぶん大人びてきました。子どもた
ちの成長を通して、時の流れの早さを実感す
る毎日です。
　そんな中、長男は昨年４月から大阪の専門
学校へ。
　向こうの生活にすぐ慣れた姿にたくましさ
を感じる一方、父親の方はまだ大阪の地名を
覚えるところからスタート。連絡は相変わら
ず母親経由が多く、たまに直接来るのは「了
解」やスタンプのみ…。
　…これも父親あるある、ということでしょ
うか（笑）
　この正月からは、ついに犬まで飼い始め、

渡 邉 德 和 会員
昭和53年生

（中部支部）

今では朝は子どもと犬に起こされる生活。
　自分のペースで起きられていた昔が、
ちょっと恋しい今日この頃です。
　これからの12年は、子どもたちの成長を見
守りながら、犬の散歩で強制的に運動しつつ、

「一期一会」を大切に、家族と仲間と健康を
第一に、細く長く、楽しく生きていきたいと
思います。
　次の年男、60歳の自分が

「48歳、年数だけはベテランだったけど、ちゃ
んと頑張ってたな」
　と笑って言えるように無理せず、でも
ちょっとだけ背伸びしながら、これからも進
んでいきます。
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西部支部　黒　見　　誠　

　令和７年９月21日と22日に、東京ドームホテルで土地家屋調査士新人研修を受講しました。こ
の研修は新人調査士に必須のものであり、今回を逃すと来年度になってしまうため、当日は必ず
参加できるよう、数週間前から体調管理に万全を期していました。また、実際に東京ドームホテ
ルに行く前にｅラーニングを受講しなければならず、これを完了しないと研修に参加できませ
ん。16時間30分というかなりのボリュームであるため、私は早々に取り組み、無事に終えること
ができました。
　調査士という自由業をしていると、東京まで出張することは、まずありません。しかも今回は
東京ドームホテルという、今まで入ったこともないような立派なホテルです。せっかくの機会な
ので、当日はかなり早くに現地に着き、周囲を見て周りました。
　研修は大きなホールに全員が集まり、調査士の職責、倫理等の講義を聴講しました。ここで良
かったのは、配席が概ね近隣県が隣になるように配慮されていることでした。鳥取県からの参加
は私１人だけでしたが、隣が島根県の方で、いろいろお話をさせて頂き「同期の絆」を築くこと
ができました。今後の貴重な財産になると思います。それが終わるとグループディスカッション
となりましたが、報酬額の考え方は大変参考になりました。また、地域によって報酬額に大きな
差があることには改めて驚かされました。夜の懇親会では立食形式だったため、多くの方とお話
をさせて頂くことができました。会場の素敵な雰囲気の中、仕事に限らずいろいろなお話ができ、
とても有意義でした。
　来年度からはこの新人研修は各ブロックごとに実施されるそうです。それも多くのメリットが
あると思いますが、私は今回、東京に参加させて頂いて良かったと思っています。また、研修が
終わった後は鳥取県の先輩調査士であられる花岡常務理事のお取り計らいで連合会事務局の見
学、岡田連合会長へのご挨拶をさせて頂き、大変貴重な経験となりました。この場をお借りして
厚くお礼申し上げます。
　今回の研修に際して連合会をはじめ、
県調査士会の皆様にお骨折り頂くと共
に、先輩調査士の方々から多くのアドバ
イスを頂いたことに感謝し、今後の調査
士制度の発展に貢献するべく全力で邁進
する所存です。ありがとうございました。

土地家屋調査士新人研修に参加して
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令和７年度連合会WEB研修会に参加して
� 業務部長　國　米　　剛

　令和７年11月21日、令和７年度日本土地家屋調査会連合会ウェブ研修会が開催されました。本
研修は、筆界に関する表示登記実務について制度の見直しを学ぶとともに、登記官と調査士との
理想的な関係について多くの示唆を与える内容でした。
　山口地方法務局長・田中博幸氏を講師に迎え、第１部では「筆界に関する表示登記の運用の見
直しと現場での運用・事例紹介」と題した講演が行われました。所有者不明土地問題を背景に、
令和４年４月に発出された「筆界確認情報の取扱いに関する指針」の策定経緯や、登記官は指針
や通達にもとづき作成された不動産表示登記事務取扱要領に服従義務があることについて、丁寧
な解説がなされました。特に、現地復元性を有する登記所備付地図や地積測量図が存在する場合
には、原則として筆界確認情報の提供を求めないとする考え方や、必要な場合であっても最小限
の範囲にとどめるという方針は、日常の表示登記業務に直結する重要なポイントであると感じま
した。一方で、指針は立会い等を軽視するものではなく、関係者の筆界に対する認識を確認する
重要性は、これまでと変わらないことが強調されました。
　第２部では、「規定外事案への対応、土地家屋調査士と登記官の理想的関係」を主題に、より
踏み込んだ実務的な内容が示されました。共有土地の分筆については、令和５年４月１日以降、
分筆や合筆が軽微変更に該当し、各共有者の持分の過半数による申請が可能となった点が紹介さ
れました。特に、登記申請人とならなかった共有者全員に対して登記完了の通知がされることか
ら、制度の趣旨を十分に理解したうえで対処する重要性が示されました。また、隣地所有者が不
明である場合や、立会い・押印を拒否される事案においても、調査士は安易に諦めるのではなく、
必要な調査を尽くし、申請前に登記官と相談する姿勢が求められることが強調されました。
　研修を通じて最も印象に残った言葉は、「土地家屋調査士の前に国民がいることを意識する」
という登記官へのメッセージです。調査士と登記官は、安直に「できない」と結論づけるのでは
なく、申請人が何を望んでいるのかを常に考え、どうすれば目的が達成できるかを、それぞれの
立場で協働して模索していくことが重要であると、改めて認識しました。本研修で得た知見を今
後の実務に活かし、土地家屋調査士の使命を果たせるよう取り組んでいきたいと考えています。
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広報員　西 川 達 哉

調査士事務所に訪問してみました！
～第８回　國米剛事務所編～

  本企画は広報員の西川が先輩事務所を訪問してインタビューするという企画です。10回続ける
ことを目指して取り組んできて、今までは割とスムーズに次の訪問先が決まっていたのですが、
ここに来て何人かの先生から訪問を断られてしまい、企画継続の危機にあります。しかも今回は
編集スケジュール上、12月の繁忙期に訪問しなければならず、より訪問を承諾してくださる先生
を見つけるのが困難な状況でした。そんな中、ご訪問をご快諾頂いたのが國米先生でした。
　今までの訪問先の先生方は土地家屋調査士歴の長い先生が中心でしたが、國米先生は土地家屋
調査士業界歴は長いものの、平成28年登録であり私と登録年が割と近い先生です（私は平成30年
登録です）。登録年が近いものの、懇親会等で席が近くになることもなくあまり話したことがあ
りませんでした。國米先生のことを田中節夫先生の事務所で働いていたということくらいしか知
りませんでした。田中先生は地積測量図によく名前が出てくるのですが、私はお会いしたことは
ないですし、どんな先生かも知りませんでした。國米先生のことも田中先生のこともこれを機会
に色々と聞いてみようと思い訪問日を楽しみにしておりました。
　そして、12月某日に國米先生の事務所をご訪問し、色々お尋ねしました。國米先生の土地家屋
調査士業界デビューは田中先生の事務所に就職されるところから始まります。その時、田中先生
は68歳くらいで國米先生のほかにもう一人補助者がいたそうです。田中先生の事務所は、一番多
いときは７人補助者がいたそうですが、國米先生が就職されたのは田中先生が68歳の時ですの
で、どちらかと言えば田中先生のキャリアの後期にあたる時期だったそうです。田中先生のもと
で10年程度働かれた後に測量会社から声がかかって、その測量会社の鳥取営業所の立ち上げメン
バーで転職されたそうです。そして、その測量会社で働いている時に田中睦朗先生（田中節夫先
生のご親戚）から調査士業務を手伝ってほしいとの声がかかり、測量会社に働きながら、田中睦
朗先生の手伝いをしていたそうです。そのような生活を数年続けていると、田中睦朗先生から事
務所を承継して欲しい旨の打診があり、一念発起し調査士試験を受験して見事合格し平成28年に
登録されたそうです。と言うのが主な経歴で、一度は土地家屋調査士業界から離れられていまし
たが、測量業界一筋の先生であることが分かりました。平成28年の登録の際に、國米先生は自宅
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の一部を事務所として開業されました。ご自宅は鳥取市湖山町南三丁目の住宅街の中にありま
す。ご訪問すると事務所への専用の出入口があり、自宅兼事務所としては今までにないパターン
の事務所でした。
　元々、事務所への専用の出入口はなかったそうですが、２年前に相談業務に力を入れたいと言
うことで、リフォームにて専用の出入り口を設置したとのことです。先生の目論見通り、人が入
りやすい事務所になっていると思いました。事務所の中は相談業務に力を入れたいとのことも
あって、モニターが設置されている受付ブースがあり、ものが整理整頓され、とてもとてもきれ
いな事務所でした。見た目だけでなく、実務に関する本もたくさん置かれていて、しかも付箋が
いくつかついていて読み込んでいる様子が窺えます。流れている音楽も上品で物静かであり、正
に専門職業家の事務所という感じでした。全部で７回目の事務所訪問ですが、先生が各々独自の
事務所作りをされており大変勉強になります。

　倉庫は外に作らず測量機器や道具は事務所の一角に綺麗に片づけておいてありました。綺麗に
片づけられているところを見て、私は片付けが苦手なんだろうなと今更気付きました（笑）。続
いて、車も拝見しました。車は日産のコンパクトカーでした。トランクはラック組みがされては
いませんでしたが、とてもきれいに整理整頓されていました。トランクも道具置場も私がどんな
に時間をかけてもたどり着けない綺麗さであったと思います。こういう片づけが出来る國米先生
は仕事もとても丁寧なんだろうなという印象を受けました。

　今回も、大変学びのある取材となりました。最後に次回の訪問先のご提案を頂きました。事務
所訪問企画を続けるか、新企画をはじめるか検討中でありますが、広報員西川が何らかの取材を
して参りますので、次回乞うご期待ください！
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米子工業高等専門学校３年建築工学科への
出前授業

� 広報部長　福　山　英　雄

　令和７年９月25日、米子工業高等専門学校の建築工学科３年生42名（うち男女の比率は21名、
21名）を対象に土地家屋調査士の業務などについて講義を行いました。講師中島副会長、助手中
島隆義会員、カメラ担当福山で伺いました。中島副会長はこれまでにも３回ほど高校生を対象に
授業の講師としての経験があり、今までの反省点も踏まえて学生に興味を持って聞いてもらえる
よう雑談も入れながら進めていきました。
　先ず学生たちに聞いた質問で土地家屋調査士という資格者の事を知っていますか？と聞いた
ところ知っているという学生は皆無でしたが、一人父親が土地家屋調査士をしているという学生
が居て教室内が盛り上がり、授業にもスムーズに入っていけたように感じました。高校３年生で
はありますが、あと２年間学生なので、仕事の内容の話しをしてもなかなか興味を持ってもらえ
たかはわかりません。
　ボタンのなぞの動画も放映し最初の方は興味を持って観ていたように思いますが、途中から境
界紛争やADRなどの専門的な内容になってくると学生の反応もつまらなさそうになっていった
ように思います。今後の動画の使い方についても勉強になりました。
　土地の境界について建物を建築する際に重要であるということを、今までの経験や苦労したこ
との話をした時には、建築を専攻している学生であることから、興味深く聞いていたように思い
ました。
　今回の授業を通して、建築業務と土地家屋調査士との関係は密接していることを理解していた
だけたと思います。これからも学校への出前授業であれ、各団体への講師であれ、一人でも多く
の方に我々の存在を知っていただくことが大事であると思いました。



方　　　　　　位 第174号 　（　）令和８年２月６日 13

お　願　い
重要 法定相続情報証明制度に係る代理並びに

戸籍謄本等職務上請求書の取扱いについて
職務上請求書は土地家屋調査士の職務を遂行する上で必要な場合に限り
使用し、身元調査等、調査士の職務に関係のないものに使用することは
できません。
〔特記事項〕
　法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情報一覧
図の写しの申出は戸籍謄本等職務上請求可能。

　今一度、職務上請求書取扱管理規程を確認していただき「職務上請求書」の取扱い
に関しまして、下記事項につき、改めて厳守されますようお願い致します。

― 記 ―
1.�職務上請求用紙は、必要分の保持に止め、未使用の同用紙には事前に調査士名の記

載及び職印の押印等はしないこと。
2.�官公署等に対する同用紙の使用に際しては、必要最小限を携帯し用紙の保管・　　

管理は会員自らが行うこと。
3.�職務上請求用紙の使用状況を明確にするため、同用紙とは別の箇所に管理台帳又　　

は控えの綴りを保管して、いかなる事態にあっても使用状況の把握が行えるよう万
全を期すこと。

4.土地家屋調査士間といえども、同用紙の貸借は一切、行わないこと。
5.�車上荒しによる盗難が多発しているので、車から離れるときは、同用紙を肌身　　

離さず持っていること。
6.万が一、盗難等の事故が発生した場合には、直ちに所轄警察署に届け出ると共に、
  調査士会への報告を行うこと。

土地家屋調査士専門職能継続学習（土地家屋調査士CPD）履歴情報の公開について
　平成29年６月より、日本土地家屋調査士会連合会のウェブサイトにて土地家屋調査士CPDの
履歴情報（過去５年分）が公開されています。本会会員分につきましても準備が整い、同年９月
より公開されています。
　公開されているポイントの付与は、土地家屋調査士CPDの「認定基準表」に従って、全国共
通の基準で適正・公平にポイント（単位）数が付与されていますが、「自己申告」が必要な研
修等がありますので、「認定基準表」の備考欄等を参考にしていただき、該当の学習等を終了さ
れた会員は、速やかに業務部までご連絡をお願いいたします。
　なお公開の対象は、事前に土地家屋調査士CPDの履歴情報の公開に同意された会員のみとし
ています。
　引き続き、土地家屋調査士CPDの趣旨をご理解いただき、本会研修会への出席に努めていた
だきますとともに、ポイント付与の対象の「日調連eラーニング」の利用も併せてお願いい
たします。

※土地家屋調査士CPD履歴情報の検索方法
　連合会ホームページ　→　土地家屋調査士検索　→　研修履歴欄の数値（ポイント）
※土地家屋調査士CPD認定基準表の検索方法
　�連合会ホームページ　→　会員の広場　→　研修部　→　土地家屋調査士CPD各種資料　　

→　4土地家屋調査士専門職能継続学習　認定基準表・コード一覧表
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認定登記基準点使用後の使用報告書の提出について（お願い）
　倉吉地区、米子地区の認定登記基準点を使用された場合、鳥取会事務局へ使用報告書の提出
が必要となります。原則プリントアウトしたものを提出していただくこととしておりますが、
遠方であることなどの事情がある場合はFAXあるいはメール（記載していただいたものを
スキャニング）でも受け付けますのでよろしくお願いいたします。

（FAX:0857-24-3633　E-mail:toricho@guitar.ocn.ne.jp）
　なお、認定登記基準点は不動産登記規則第10条第３項にいう「基本三角点等」に該当するも
のです。周辺に当該登記基準点が設置されている土地において、地積測量図を作成するために
測量を行う際は、原則として認定登記基準点を使用することが義務付けられております。報告
書の様式は、本会ホームページに掲載しておりますのでご利用ください。

上の地図
米子地区日吉津村内
（イオンモール日吉津から
  北西、北東方向）

左の地図
倉吉市内
（昭和町一東巌城町）
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公共基準点使用報告書の提出のお願い

湯梨浜町地内（田後―はわい長瀬）

　公共基準点使用についての使用報告は、原則、公共基準点使用報告書を用いて、使用後１ケ月以内に報告書
を提出することとされています。公共基準点を使用した場合は下記の方法により報告されますようお願いします。

公共基準点使用報告書の報告方法及び提出先一覧
報告先（宛先） 宛先（FAX、Eメール） 備　　　　　考

鳥取市
総　務　部
財産経営課
地籍調査係

FAX　（0857）20-3948
電子メール
zaisan@city.tottori.lg.jp
成果交付担当者　様あて

使用報告書に職印押印後、FAXまたは
Eメール（カラー PDFで添付）で使用
後１ケ月以内に報告する。原本は各自
で保管しておく。〒680-8571 鳥取市幸町71番地（本庁舎4F）

TEL  （0857）30-8133

倉吉市
経済観光部　　　　　
農　林　課
地　籍　係

FAX  （0858）23-9100
電子メール
chiseki@city.kurayoshi.lg.jp
担当　石川 様

使用報告書に職印押印後、FAXまたは
Eメール（カラー PDFで添付）で使用
後１ケ月以内に報告する。原本は各自
で保管しておく。〒682-8633 倉吉市堺町2丁目253-1（第2庁舎2F）

TEL  （0858）27-1002

米子市
経　済　部
農林水産振興局
地籍調査課

FAX  （0859）56-5201
電子メール
chiseki@city.yonago.lg.jp
担当　田子 様

使用報告書に押印不要で、FAXまたは
Eメール（PDFで添付）で使用後１ケ
月以内に報告する。原本は各自で保管
しておく。
別紙の公共基準点使用条件のとおり〒689-3492 米子市淀江町西原1129番地（淀江支所）

TEL  （0859）56-3144

  （留意事項）
　・誤送信を防ぐため、送信前には、FAX番号・電子メールアドレスの再確認をお願いします。
　・報告は、使用後1ヶ月以内となっておりますので、ご留意願います。

報告先（宛先） 宛先（持参（郵送可）、Eメール） 備　　　　　考

境港市 建設部管理課
地籍調査係

〒684-8501　境港市上道町3000番地
境港市 建設部管理課 地籍調査係
担当　中嶋 様
電子メール
kanri@city.sakaiminato.lg.jp
FAX 不可　TEL （0859）47-1064（直通）

使用報告書に押印し、必ず地積測量
図を添付して、持参（郵送可）又は
Eメール（PDFで添付）で使用後１
ケ月以内に報告する（FAX不可）。
原本は各自で保管しておく。

島根県
松江市

都市整備部
土地対策課
地籍調査係

〒690-8540 島根県松江市末次町86番地
松江市 都市整備部 土地対策課
地籍調査係　松原 様
TEL  （0852）55-5449
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　連合会のシステム移行により、「会員の広場」の「eラーニング」へアクセスする方法から「研
修管理システム（manaable）」で視聴する方法に変更となりました。「eラーニング」を視聴す
るためには「研修管理システム（manaable）」への登録が必須となります。

登録は簡単です。

　ステップ①
　　https://chosashi.manaable.com/signup　へアクセス

　　　　　　又は

　　QRコードでアクセス　

　　�　ご自身のメールアドレスと、ご自身の所属会の選択と、登録番号をご入力いただき、
　　会員情報と合致したら会員としてログインすることができます。

　ステップ②

　　メールに届いたリンクをクリックして、本登録手続きの画面に遷移します。

　ステップ③

　　本登録画面で 登録するだけで完了！

「研修管理システム（manaable）」内で公開されているコンテンツを視聴。
最初から最後まで視聴することでCPDポイントが付与されます。

登録よろしくお願いします。

会員証携帯のお願い
　業務を行う場合において、調査士であることを証明するために必要な際に提示ができるよう
会員証の携帯をお願いします。　（鳥取県土地家屋調査士会会則第102条第１項）

　　「eラーニング」の視聴方法が変更になりました！【重要】

※期限前の更新をお願いいたします。
会員証・補助者証について期限をご確認のうえ更新をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　（注意：事務局より期限切れの連絡はいたしません。）
　必要書類　会員証更新　　会員本人写真（３㎝×４㎝）２枚
　　　　　　補助者証更新　補助者本人写真（３㎝×４㎝）２枚・更新手数料2,000円

事務局からの連絡
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会　　議　　録
鳥取県土地家屋調査士会

令和７年度　第５回理事会
鳥取県土地家屋調査士会

日　時　令和７年12月５日（金）

　　　　午後１時30分～午後４時40分

場　所　鳥取市  鳥取県土地家屋調査士会  会議室

会長挨拶

議事録作成者

議事録署名者選任

報告事項

　１．会議・事業　　　

　２．会員の異動

　３．その他

協議事項

１．総合

　⑴ 次年度予算の編成方針について（中川会長）

　⑵ 会費の改正、互助会について

２．総務部　

　⑴ 法務大臣表彰候補者の推薦について　

　⑵ �戸籍謄本等職務上請求書使用簿の提出につ

いて

　⑶ 所有者等探索委員の推薦について　

　⑷ �鳥取県被災者生活復興支援に関する協定に

ついて　

　⑸ 会館修繕にかかる見積もりについて　 

　⑹ 会則別紙一部改正の件について

３．財務部

　⑴ 各部予算見積書の提出について　

　⑵ �給与規程　別表１（第４条関係）の改正に

ついて

　⑶ 職員賞与について

　⑷ 会費引落の領収書について

　⑸ �会費の口座引落ができなかった場合、会費

の納付が遅れた場合の事務手数料について

４．業務部

　⑴ 第２回業務研修会について　

　⑵ 年計報告書の提出について　

　⑶ 表示登記事務打合せ協議会について　

　⑷ 14条地図作成推進委員会について　

５．広報部

　⑴ 士業勉強会について

　⑵ 第２回士業団体連絡協議会について

　⑶ 会報のデジタル化について

６．その他

　⑴ �専門的業務賠償責任保険及び施設賠償責任

保険の加入に必要な情報提供について

　⑵ 次回会議
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　　　訃　　報
　中部支部
　　　西　山　浩　美　会　員
　　　　（昭和35年11月３日生）

　令和７年11月26日ご逝去されました。

西山浩美先生のご功績に心より敬意を表しますとともに
　　　ご冥福をお祈り申し上げます。

◇会 の 動 き
年 月 日 主　　　要　　　会　　　務 摘　　　　　要

7 12 3 境界問題合同無料相談会開催　妹尾センター長、相談員　猪狩英明
会員・広戸良周会員 於　鳥取地方法務局米子支局

7 12 5 第５回理事会開催 於　事務局

7 12 5 本会、政連、公嘱協会合同会議開催 於　事務局

7 12 6 「赤沢りょうせい君を励ます会」開催
政連 贄川会長・広戸監事、本会 中川会長、公嘱  牧田副理事長出席 於　皆生グランドホテル天水

7 12 11 公嘱協会　第５回理事会開催 於　事務局

7 12 12 土地家屋調査士法施行規則第39条の２の規程による調査 於　�鳥取地方法務局本局・倉吉支局・
米子支局

7 12 23 第２回センター運営委員会開催 於　事務局

8 1 13 第３回方位編集会議開催 於　事務局

8 1
14

～

15
第２回全国会長会議・賀詞交歓会開催
中川会長出席 於　東京ドームホテル

8 1 16 鳥取県との災害応援要請訓練実施 於　事務局

8 1 16 東部支部研修会・東部司調合同新年会開催 於　とりぎん文化会館
　　２階第４会議室

8 1 19 第１回総務部会開催 於　事務局

8 1 29 三者協議会開催 於　鳥取地方法務局

◇会員の異動
区　　分 支　部 氏　　名 異動内容 年 月 日

事務所所在地・
電話・FAX番号
変 更

西部 井　塚　晃　聖
〒683-0804米子市米原2丁目3番20号
　　　　　　　　　　　アーバンプラザ308
TEL（0859）46-0486　FAX（0859）46-0486

R7.12.22

◇補助者の異動
事　　由 支　部 補助者氏名 法人会員名 年 月 日

解職 西部 井　塚　美　南 井塚晃聖事務所 R7.12.15
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◇行 事 予 定
年　月　日 行　事　・　事　業 備　　考

令和8年2月13日 予算会 於　事務局

令和8年2月20日 第４回中ブロ役員会 於　山口市　KDDI維新ホール

令和8年2月20日 法務局との表示登記事務打合せ協議会 於　鳥取地方法務局

令和8年2月22日～ 23日 令和７年度土地家屋調査士新人研修（大阪会場） 於　新大阪ワシントンホテルプラザ

令和8年3月12日 公嘱協会第６回理事会 於　事務局

令和8年3月13日 第６回理事会 於　事務局

令和8年3月17日～ 18日 全調政連第26回定時大会・第１回会長会議 於　都市センターホテル

令和8年3月24日 政連監査会・第１回役員会 於　事務局

令和8年3月27日 第２回業務研修会 於　鳥取市民交流センター

方　位 第174号第174号
発行日 　令 和 8 年 2 月 6 日
発　会 　鳥取県土地家屋調査士会

鳥 取 市 西 町 １ 丁 目３１４−１
T E L （ 0 8 5 7 ） 2 2 - 7 0 3 8
F A X （ 0 8 5 7 ） 2 4 - 3 6 3 3

　広報員の西川です。今期より東部支部長をしていますが、会員案内記載のFAX番号を間違える
などグダグダな支部長をやっております（その節はお騒がせしました）。ところで、今回の事務所
訪問企画の訪問先は國米先生でした。國米先生は登録２期しか違わないのに、鳥取会本会の業務部
長をされています。東部支部長でさえまともにこなせない私には本会の役は不相応ですし、広報員
をクビにならないように精一杯頑張っていこうと思う次第です。これが最後の編集後記にならない

ように祈るばかりであります。� 　　西　川　達　哉

編集後記

※期限前の更新をお願いいたします。
会員証・補助者証について期限をご確認のうえ更新をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　（注意：事務局より期限切れの連絡はいたしません。）
　必要書類　会員証更新　　会員本人写真（３㎝×４㎝）２枚
　　　　　　補助者証更新　補助者本人写真（３㎝×４㎝）２枚・更新手数料2,000円

事務局からの連絡



有限会社 松村計量器店 〒683-0054　鳥取県米子市糀町1-163-4
TEL:0859-33-5311　FAX:0859-33-5312





日々の測量作業を革新
Trimble が提案する最新ソリューションで

いつでも、どこでも、新しい測量体験を。

お問い合わせ先

手軽な斜め観測と便利なオプションで
GNSS 観測を誰でも簡単に確実に

機動力と品質を兼ね備えたミドル機。
一歩先の性能が求められる業務に

ビデオサーチからスキャン機能まで
多機能サーボトータルステーション

株式会社トリンブルパートナーズ中国　岡山営業所
〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳 8-101 コーポことぶき
TEL： 086-242-3020　FAX： 086-242-3022�

https://www.nikon-trimble.co.jp/

http://www.tp-c.jp/�
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●個別にご加入されるよりも保険料が割安です。

保険金額20 0万円の年間保険料

測量機器総合保険（本制度） ： 3 0 , 0 0 0円

動産総合保険（個別加入） ： 8 3 , 8 2 0円

●免責金額はありません。

測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お問い合わせ先

日本土地家屋調査士会連合会共済会 測量機器総合保険の特徴

会会員員がが所所有有・・管管理理すするる測測量量機機器器（（製製品品№№ののああるる機機器器にに限限るる））ににつついいてて

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。詳細はパンフレット等をご覧ください。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日日本本土土地地家家屋屋調調査査士士会会連連合合会会共共済済会会

取扱代理店 引受保険会社

有有限限会会社社桐桐栄栄ササーービビスス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL ０３（５２８２）５１６６

三三井井住住友友海海上上火火災災保保険険株株式式会会社社
広広域域法法人人部部営営業業第第一一課課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL ０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０２５年４月１日午後４時から２０２６年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。
測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。

測量機器を事務所、自宅等

に保管中に盗難にあった。

21 3
例例ええばば

約64%
割安!

B24-901474 承認年月 2024年11月

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。

◇　新年のご挨拶
　　　鳥取県土地家屋調査士会　会　長　中川　則美 � ������������ 　1
　　　鳥取地方法務局　局　長　北村　　徹 � ���������������� 　2
　　　境界問題相談センターとっとり　センター長　妹尾　真人 � ������� 　3
　　　公益社団法人　鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　代表理事　太田　達男 ������ 　4
　　　鳥取県土地家屋調査士政治連盟　会　長　贄川　　清 � ��������� 　5
◇　頌春 � �������������������������������� 　6
◇　午年さん大集合 � ��������������������������� 　7
◇　土地家屋調査士新人研修に参加して������������������� 　8
◇　令和７年度連合会WEB研修会に参加して� ���������������� 　9
◇　調査士事務所に訪問してみました！～第８回　國米剛事務所編～ � �����　10
◇　米子工業高等専門学校３年建築工学科への出前授業�������������　12
◇　各種お願い、お知らせ � ������������������������　13
◇　会議録 � �������������������������������　17
◇　訃報���������������������������������　18
◇　会の動き � ������������������������������　18
◇　会員の異動 � �����������������������������　18
◇　補助者の異動 � ����������������������������　18
◇　行事予定 � ������������������������������　19
◇　事務局からの連絡 � ��������������������������　19
◇　編集後記�������������������������������　19
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